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湾
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例
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事
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指
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○
東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
�

告

示
（
交
）

○
昭
和
四
十
年
交
通
局
告
示
第
十
四
号
（
東
京
都
交
通
事
業

の
料
金
徴
収
事
務
の
委
任
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
中
央
区
築
地
五

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及

ひ

び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ

の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

そ
の
他

こ
の
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
の
一
部
は
、
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
一
号
又
は
同
項
第

十
二
号
に
該
当
す
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申

出
に
基
づ
き
認
定
し
た
病
院
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

所

在

地

認
定
期
間

医
療
法
人
社
団
城
東

桐
和
会
東
京
さ
く
ら

病
院

江
戸
川
区
東
篠
崎
一
丁

目
十
一
番
一
号

令
和
五
年
四
月

一
日
か
ら
令
和

八
年
一
月
三
十

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

渋
谷
経
堂

二

変
更
の
区
間

世
田
谷
区
若
林
五
丁
目
六
百
三
十
五
番
一
地
先

か
ら
同
区
梅
丘
二
丁
目
千
二
百
八
十
番
三
十
二

地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

恋
ヶ
窪
新
田
三
鷹

二

供
用
開
始
の
区
間

小
金
井
市
中
町
四
丁
目
千
四
百
二
十
番
六

地
先
か
ら
同
市
中
町
三
丁
目
二
千
九
十
番

一
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
五
年
三
月
三
十
日
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

恋
ヶ
窪
新
田
三
鷹

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

小
金
井
市
中
町
四
丁
目
千
四
百
二
十
番
六
地
先
か
ら
同
市
中
町

三
丁
目
二
千
九
十
番
一
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
三
号

東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条

例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
に

実
施
す
る
港
湾
工
事
の
う
ち
、
負
担
対
象
工
事
と
し
て
指
定
し
よ
う

と
す
る
工
事
の
種
類
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

港
湾
環
境
整
備
施
設
（
施
設
の
敷
地
を
含
む
。
）
の
建
設
又
は

改
良
の
工
事

二

前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
の
工
事

三

漂
流
物
の
除
去
そ
の
他
の
清
掃
の
た
め
の
工
事

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
六
号

東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
交
通
局
規
程
第

六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
の
」
を
削
り
、
「
維
持
管

理
」
を
「
管
理
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
職
員
及
び
同
居
者
を
居
住
さ
せ
る
た
め
」
を

「
災
害
時
又
は
輸
送
障
害
時
等
の
非
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
都
営
交
通
の
安
全
・
安
定
運
行
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
部
長

及
び
所
属
部
長
の
定
め
る
災
害
対
策
等
に
係
る
業
務
を
行
う
職
員
と

そ
の
同
居
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
」
に
改
め
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

管
理
責
任
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
寮
の
維
持
及

び
管
理
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員

部
長
が
委
託
し
た
事
業
者
に
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
十
二
年
間
」
を
「
九
年
間
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
を
月
額
と
し
」
を
「
の
月
額
に
よ
る
も
の
と
し
、

そ
の
額
は
居
室
の
専
用
面
積
、
建
物
の
立
地
条
件
及
び
施
設
の
差
異

等
を
踏
ま
え
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
見
出
し
中
「
使
用
者
」
を
「
寮
使
用
上
」
に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
者
の
行
う
べ
き
業
務
）

第
二
十
三
条
の
二

寮
の
使
用
者
は
、
当
該
寮
へ
の
入
寮
に
伴
い
、

職
員
部
長
及
び
所
属
部
長
の
定
め
る
災
害
対
策
等
に
係
る
業
務
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
三
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三

条
の
二
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
十
五
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
現
に
入

寮
し
て
い
る
者
の
使
用
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改

正
後
の
東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示
（
交
）
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◉
交
通
局
告
示
第
二
号

昭
和
四
十
年
交
通
局
告
示
第
十
四
号
（
東
京
都
交
通
事
業
の
料
金

徴
収
事
務
の
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四

月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

表
京
王
電
鉄
株
式
会
社
の
項
中
「
青
梅
周
遊
パ
ス
及
び
青
梅
周
遊

パ
ス
プ
ラ
ス
の
運
賃
」
を
削
り
、
同
表
京
成
バ
ス
株
式
会
社
、
株
式

会
社
は
と
ば
す
、
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
株
式
会
社
、
株
式
会
社
さ
と
ゆ
め

及
び
ラ
オ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
の
項
を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
阪
神
コ

ン
テ
ン
ツ
リ
ン
ク
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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